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【告示】

番 号 表 題 担当課名

３８３ 瀬戸内海環境保全特別措置法の規定に基づ 環境管理課

く特定施設の設置の許可の申請があった件

３８４ 同 同

３８５ 同 同

３８６ 指定居宅サービス事業者を指定した件 長寿いきがい課

３８７ 同 同

３８８ 指定介護予防サービス事業者を指定した件 同

３８９ 同 同

３９０ 特定調達契約について随意契約の相手方を 同

決定した件

３９１ 土地改良区の役員の退任及び就任について 農山漁村振興課

届出があった件

３９２ 公共測量を終了した旨の通知があった件 用地対策課

【病院局告示】

番 号 表 題 担当課名

４ 特定調達契約について随意契約の相手方を

決定した件



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

大
塚
製
薬
株
式
会
社

住

所

東
京
都
千
代
田
区
神
田
司
町
二
丁
目
九
番
地

代
表
者

代
表
取
締
役
社
長

井
上
眞

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

大
塚
製
薬
株
式
会
社

徳
島
板
野
工
場

所
在
地

板
野
郡
板
野
町
松
谷
字
シ
シ
ト
キ
南
一
三
番

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
四
十
七
号
ロ
に

規
定
す
る
ろ
過
施
設
及
び
同
号
ホ
に
規
定
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら

令
和
四
年
七
月
一
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
板
野
町
環
境
生
活
課



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

大
塚
製
薬
株
式
会
社

住

所

東
京
都
千
代
田
区
神
田
司
町
二
丁
目
九
番
地

代
表
者

代
表
取
締
役
社
長

井
上
眞

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

大
塚
製
薬
株
式
会
社

徳
島
美
馬
工
場

所
在
地

美
馬
市
美
馬
町
字
里
平
野
一

三

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
四
十
七
号
ロ
に

規
定
す
る
ろ
過
施
設
及
び
同
号
ホ
に
規
定
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら

令
和
四
年
七
月
一
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
美
馬
市
市
民
環
境
部
環
境
下
水
道
課



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

申
請
の
概
要

１

申
請
者

名

称

大
塚
製
薬
株
式
会
社

住

所

東
京
都
千
代
田
区
神
田
司
町
二
丁
目
九
番
地

代
表
者

代
表
取
締
役
社
長

井
上
眞

２

工
場
又
は
事
業
場

名

称

大
塚
製
薬
株
式
会
社

徳
島
ワ
ジ
キ
工
場

所
在
地

那
賀
郡
那
賀
町
小
仁
宇
字
大
坪
三
○
六

二

３

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
四
十
七
号
ロ
に

規
定
す
る
ろ
過
施
設
及
び
同
号
ホ
に
規
定
す
る
廃
ガ
ス
洗
浄
施
設

４

特
定
施
設
及
び
汚
水
等
の
処
理
に
関
す
る
事
項

二
の
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
す
る
。

二

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

期
間

令
和
四
年
六
月
十
日
か
ら

令
和
四
年
七
月
一
日
ま
で

２

場
所

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
部
環
境
管
理
課
及
び
那
賀
町
環
境
課



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

有
限
会
社
華

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
元
村
一
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
歩
の
華

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
元
村
一
一

通
所
介
護

令
和
四
年
五
月
一
日

二
番
地
六

二
番
地
六

ビ
オ
ラ
合
同
会
社

徳
島
市
か
ち
ど
き
橋
一
丁
目
三
七

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
八
万
町
内
浜
一
三
〇
番
地

訪
問
看
護

同

番
地
の
一

ア
ル
フ
ァ
ス
テ
イ
ツ

ビ
オ
ラ

一

森
住
宅
Ｃ
棟
Ｃ
―
一
号
室

か
ち
ど
き
橋
八
〇
三
号
室

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

訪
問
介
護

同

ビ
オ
ラ

株
式
会
社
ラ
イ
ズ

同

新
浜
町
四
丁
目
三
番
一
六

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

金
沢
二
丁
目
五
番
七
六
号

訪
問
看
護

同

号

秋
桜

株
式
会
社
や
ち
よ

阿
波
市
阿
波
町
大
道
北
二
三
三
番

ウ
ィ
ズ
ユ
ー
ヘ
ル
パ
ー
ス

阿
波
市
阿
波
町
大
道
北
二
三
三
番

訪
問
介
護

同

地

テ
ー
シ
ョ
ン

地

祐
合
同
会
社

徳
島
市
南
昭
和
町
五
丁
目
六
八
―

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
南
昭
和
町
五
丁
目
六
八
―

同

同

二

つ
く
し

二

株
式
会
社
旭
木
工

同

東
沖
洲
二
丁
目
七
番
地

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ア
サ
ヒ

阿
南
市
学
原
町
大
深
田
一
八
番
二

福
祉
用
具
貸
与

同

徳
島
南
支
店



特
定
福
祉
用
具

同

販
売

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ア
サ
ヒ

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
字
本
郷
一

福
祉
用
具
貸
与

同

徳
島
西
支
店

四
一
番
一

特
定
福
祉
用
具

同

販
売



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
か
な
え
る
リ

大
阪
市
西
区
北
堀
江
一
丁
目
二
番

リ
ニ
エ
訪
問
介
護
ス
テ
ー

板
野
郡
藍
住
町
徳
命
字
新
居
須
七

訪
問
介
護

令
和
四
年
六
月
一
日

ン
ク

一
九
号

シ
ョ
ン
藍
住

七
番
地
一

リ
ニ
エ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
藍

同

通
所
介
護

同

住

セ
ン
ト
ケ
ア
四
国
株
式

香
川
県
高
松
市
中
新
町
一
一
番
地

セ
ン
ト
ケ
ア
訪
問
看
護
ス

阿
南
市
津
乃
峰
町
東
分
一
〇
〇
番

訪
問
看
護

同

会
社

一

テ
ー
シ
ョ
ン
阿
南

七

ベ
イ
シ
ャ
ト
ー
一
階

株
式
会
社
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｔ

板
野
郡
松
茂
町
笹
木
野
字
八
上
五

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
岸
ノ
上
一

同

同

Ｅ

Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ

七
番
地
一

ウ
ォ
ー
ム
ス

―
二
一
五



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

ビ
オ
ラ
合
同
会
社

徳
島
市
か
ち
ど
き
橋
一
丁
目
三
七

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
八
万
町
内
浜
一
三
〇
番
地

介
護
予
防
訪
問

令
和
四
年
五
月
一
日

番
地
の
一

ア
ル
フ
ァ
ス
テ
イ
ツ

ビ
オ
ラ

一

森
住
宅
Ｃ
棟
Ｃ
―
一
号
室

看
護

か
ち
ど
き
橋
八
〇
三
号
室

株
式
会
社
ラ
イ
ズ

同

新
浜
町
四
丁
目
三
番
一
六

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

同

金
沢
二
丁
目
五
番
七
六
号

同

同

号

秋
桜

株
式
会
社
旭
木
工

同

東
沖
洲
二
丁
目
七
番
地

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ア
サ
ヒ

阿
南
市
学
原
町
大
深
田
一
八
番
二

介
護
予
防
福
祉

同

徳
島
南
支
店

用
具
貸
与

特
定
介
護
予
防

同

福
祉
用
具
販
売

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
ア
サ
ヒ

吉
野
川
市
鴨
島
町
鴨
島
字
本
郷
一

介
護
予
防
福
祉

同

徳
島
西
支
店

四
一
番
一

用
具
貸
与

特
定
介
護
予
防

同

福
祉
用
具
販
売



徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令

和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

セ
ン
ト
ケ
ア
四
国
株
式

香
川
県
高
松
市
中
新
町
一
一
番
地

セ
ン
ト
ケ
ア
訪
問
看
護
ス

阿
南
市
津
乃
峰
町
東
分
一
〇
〇
番

介
護
予
防
訪
問

令
和
四
年
六
月
一
日

会
社

一

テ
ー
シ
ョ
ン
阿
南

七

ベ
イ
シ
ャ
ト
ー
一
階

看
護

株
式
会
社
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｔ

板
野
郡
松
茂
町
笹
木
野
字
八
上
五

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
北
島
町
中
村
字
岸
ノ
上
一

同

同

Ｅ

Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ

七
番
地
一

ウ
ォ
ー
ム
ス

―
二
一
五



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

抗
原
定
性
検
査
に
必
要
な
検
査
キ
ッ
ト

五
千
箱

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
保
健
福
祉
部
長
寿
い
き
が
い
課
在
宅
サ
ー
ビ
ス
指
導
担
当

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
四
月
二
十
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
よ
ん
や
く

愛
媛
県
松
山
市
南
高
井
町
一
八
二
八
番
地

五

契
約
金
額

五
千
三
百
九
十
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

一
宮
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

石

井

喜
代


石

井

喜
代


徳
島
市
一
宮
町
西
丁
一
○
二
○

同

松

浦

義



松

浦

義



同

東
丁
四
四
―
一

同

古

川

幸

宏

古

川

幸

宏

同

西
丁
一
八
〇

同

小

松

穗

次

同

三
一
六
―
六

同

松

浦

信

敏

松

浦

信

敏

同

八
万
町
千
鳥
一
三
―
四

青
葉
マ
ン
シ
ョ

ン
二
○
二

同

竹

田



行

竹

田



行

同

一
宮
町
西
丁
六
九
八

同

浅

川

福

雄

浅

川

福

雄

同

九
五
九

同

板

東

登
志
子

同

三
一
七

同

朝

野

博

文

同

三
一
○

同

松

島

豊

明

松

島

豊

明

同

東
丁
一
八
一

同

兒

島

等

兒

島

等

同

西
丁
一
一
―
一

同

浅

川

治

重

同

国
府
町
延
命
四
五
二

同

秋

田

宇

市

秋

田

宇

市

同

下
町
本
丁
六
五

同

坂

井

義

彦

坂

井

義

彦

同

一
宮
町
東
丁
四
○
八
―
一

同

池

内

昌

義

池

内

昌

義

同

四
五
―
二

同

川

人

正

文

同

下
町
本
丁
一
九
二

同

地

紙

耕
一
郎

同

一
宮
町
西
丁
三
四
五

同

松

島

正

和

同

一
五
七

同

床

櫻

英

伸

同

二
七
八

同

竹

内

浩

二

同

七
四
三

同

石



典

代

同

東
丁
五
三
五
―
一

監

事

竹

内

浩

二

同

一
宮
町
西
丁
七
四
三

同



口

文

男

同

三
○
二

同

石



典

代

同

東
丁
五
三
五
―
一

同

安

芸

善

仁

同

下
町
本
丁
八
七

同



口

尚

人

同

一
宮
町
西
丁
二
八
四

同

朝

日


世
志

同

六
○
五



徳
島
県
告
示
第
三
百
九
十
二
号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
徳
島
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
、
令
和
三
年
徳
島
県
告
示
第
三
百
八
十

六
号
（
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
件
）
で
公
示
し
た
公
共
測
量
を
令
和
三
年
十
一
月
三

十
日
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
病
院
局
告
示
第
四
号

徳
島
県
病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に
よ

り
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則

（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相

手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
十
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
立
中
央
病
院
総
合
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
立
中
央
病
院
事
務
局
医
事
情
報
担
当

徳
島
市
蔵
本
町
一
丁
目
一
〇
番
地
三

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
四
月
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社
徳
島
支
社

徳
島
市
か
ち
ど
き
橋
二
丁
目
二
九
番
地
一

五

契
約
金
額

七
千
三
百
六
十
七
万
八
千
六
百
五
十
七
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号
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